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 Ⅰ 趣旨                                     

 私たちの暮らしは、豊かな自然の恩恵のもとに成り立っており、その中で、森林は個人の財産である

とともに、水源涵養機能、山地災害防止機能、地球環境保全機能（二酸化炭素吸収等）、保健・レクリ

エーション機能などの公益的機能※を有しており、多くの人々に対して恩恵をもたらしてくれます。一

方で、生活様式の変化や木材価格の低下、世代交代等の様々な要因で、森林に対する関心が薄れ、手入

れ不足の人工林が増加するなど森林の機能が失われつつあります。 

社会的な動きとしては、パリ協定の発効により、脱炭素社会の形成は多くの国の目標とされ、温室効

果ガス削減の一環として、森林吸収源対策も位置付けられています。国においても、令和 2(2020)年

10 月に 2050 年までにカーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指すことを表明されました。 

 このような状況の中、パリ協定の枠組みの下における国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防

止等の森林の公益的機能の維持発揮を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点

から、平成 31(2019)年 3 月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、平成

31(2019)年度から各市町村に対して、森林整備等を進める目的で、「森林環境譲与税」の譲与が開始

されました。 

このような背景のもと、今後本市に配分される森林環境譲与税の使途の透明化を図るとともに、法に

定められた範囲内で計画的かつ有効的に森林環境譲与税を活用するための方向性を示すものとして本執

行計画を策定するものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 はじめに 

森林は、水源涵養、山地災害防止・土壌保全、快適環境形成、保健・レクリエーション、文化、生物多様性保全、地球環境
保全、物質生産などのさまざまな機能を有しており、これらを「森林の有する多面的機能」と総称します。 

 森林の多面的機能のうち、物質生産以外の不特定多数に便益をもたらす機能を「森林の有する公益的機能」と総称します。 



2 

 

 Ⅱ 計画の位置づけ                                

 本計画は、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」をはじめ、「大分県森林環境譲与税ガイド

ライン」、「大分市森林環境譲与税使途運用ガイドライン」に基づき、適切な譲与税の使途を検討すると

ともに、今後の本市における具体的な取り組みを本執行計画において示しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ⅲ 森林環境税（国税）及び 森林環境譲与税の概要                            

 森林の有する公益的機能の維持増進の重要性に鑑み、森林整備及びその促進に関する施策の財源に充

てることを目的に、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律（以下「法」という。）が平成 31 年

４月に施行されました。 

森林環境税（国税）は、森林整備等のために必要な費用を国民一人一人が広く等しく負担を分任して

森林を支える仕組みとして令和 6 年度から市民税・県民税の均等割と併せて市町村が個人に対して 1

人年額 1,000 円を賦課徴収し、その税収の全額は、森林環境譲与税（以下「譲与税」という。）として

都道府県や市区町村へ譲与されています。森林環境税（国税）の収入額に相当する額は、私有林人工林

面積、林業就業者数及び人口による客観的な譲与基準で按分して決定されます。なお、森林整備が喫緊

の課題であることを踏まえ、令和元年度から令和 6 年度までの間は、地方公共団体金融機構の公庫債権

金利変動準備金を活用し、前倒しで譲与されています。 

市町村に配分される譲与税の使途については、法で明示され、「森林整備に関する施策」「森林の整備

を担うべき人材の育成及び確保」「森林の有する公益的機能に関する普及啓発」「木材の利用の促進」に

要する費用に充てることとされています。 
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出典：林野庁ウェブサイト「森林環境税及び森林環境譲与税」を加工して作成 

       https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/kankyouzei/kankyouzei_jouyozei.html 
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※令和 6 年度以後の譲与税について適用。 

 令和 5 年度以前については、私有林人工林面積 50％、林業就業者数 20％、人口 30％の譲与割合により譲与 

出典：林野庁ウェブサイト「森林環境税及び森林環境譲与税」を加工して作成 

       https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/kankyouzei/kankyouzei_jouyozei.html 
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 Ⅳ 本市における基本方針                             

 本市における譲与税の使途については、法第 34 条第 1 項の範囲内で、「大分県森林環境譲与税ガイ

ドライン」及び「大分市森林環境譲与税使途運用ガイドライン」に即して、森林の公益的機能の維持増

進等を図るにあたって有効的な事業や施策に対し充当します。また、使途については、事業や施策の目

的を分かりやすくするために、以下の区分に整理するものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

既存事業では森林整備が進まず、手入れ不足となっているまたは手入れ不足となる恐れのある森林

や公益的機能の観点から早急に手入れを行うべき森林の適切な整備に向けた事業等に譲与税を充当

します。 

未整備森林の解消を円滑に推進するため、主として森林整備に必要となる林業就業者及び事業体の

経営基盤の強化、労働環境の改善、技能向上や労働安全性向上に向けた事業等に譲与税を充当します。 

二酸化炭素の吸収源である森林の整備の促進及びカーボンニュートラルの観点から市民に対し木

の良さを周知し、木材利用を促進することを目的とした公共性の高い施設の木造化・木質化、木製備

品の導入及びその他公益性・公平性の高い木材利用に関する取り組みに対し譲与税を充当します。 

森林の有する公益的機能及び森林整備・木材利用の重要性について市民への理解醸成・意識向上を

目的とした普及啓発活動または普及啓発の役割を担う森林公園等の施設の整備に対し譲与税を充当

します。 

上記の取り組みを円滑に実施するために必要となる経費に対し譲与税を充当します。 
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第 2 章から第 6 章にかけて、区分ごとに、今後本市において取り組んでいく事業や施策について具

体的に記載しております。なお、本計画に記載している事業や施策については、今後の国・県の動向や

社会情勢の変化、また、林業・木材産業等の実情等を踏まえ、随時見直しを行い、より効果的な事業へ

の活用を図っていきます。 
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章 区分 使途 事業名・委託名 節 頁

Ⅰ.私有人工林の整備を目的とした森林境界明確化 【委託】森林境界明確化業務委託 委託料 p10

Ⅱ.私有人工林における間伐や除伐等の森林整備 【委託】森林整備業務委託 委託料 p11

Ⅲ.未整備私有人工林の発生防止を目的とした下刈り等の森林保育に対する支援 【補助金】森林保育促進事業 補助金 p12

Ⅳ.森林整備に必要な基盤施設である林道や作業道等の路網整備
【委託(工事)】崩土撤去等業務委託/補修工事など
　　　林道台帳作成業務委託/橋梁点検業務委託

委託料/
工事請負費

p13

Ⅴ.荒廃竹林の整備に対する支援 【補助金】荒廃竹林整備推進事業 補助金 p14

Ⅵ.移動式竹粉砕機の貸出支援 【直営】竹粉砕機貸出事業 ー p15

Ⅶ.森林公園等の樹木管理 【委託】合併記念の森サクラ間伐剪定業務委託 委託料 p16

Ⅷ.送配電線等の重要インフラ施設の被害防止のための事前伐採 【負担金】災害予防対策伐採事業 負担金 p16

Ⅸ.花粉発生源対策として少花粉苗木等による再造林支援 【補助金】森林整備対策事業　　　※一部譲与税充当 補助金 p17

Ⅰ.林業アカデミー研修生や新規就業者を雇用する事業体等に対する支援 【補助金】林業作業士確保育成支援事業 補助金 p19

Ⅱ.労働環境改善のための装備品等の導入支援その1（林業事業体） 【補助金】林業就業環境改善事業 補助金 p21

Ⅲ.労働環境改善のための装備品等の導入支援その2（プレカット工場等） 【補助金】製材業等労働環境改善対策事業 補助金 p22

Ⅰ.公共施設の木造化・木質化
【工事】公共施設整備事業(木材料費・木工事費)
                                  　　　※一部譲与税充当

工事請負費 p25

Ⅱ.公共施設における木製備品の導入 【委託(備品購入)】木製品製作設置業務委託
委託料/

備品購入費
p25

Ⅲ.公共的施設(民間施設等)の木造化、木質化、木製備品導入への支援 【補助金】公共的施設市産材利用促進事業 補助金 p26

Ⅰ.木育をテーマとした市民参加イベントの開催
【委託】おおいたマルシェ企画・運営・設営業務委
託　　　　　　　　　　　　　※一部譲与税充当

委託料 p28

Ⅱ.森林公園や森林セラピーロードの施設整備（案内標識の設置や駐車場の整備など）
【工事(委託)】案内看板設置工事/
　　　　　　　駐車場整備工事など

工事請負費/
委託料

p29

Ⅲ.ジビエの振興を目的とした小中学校へのジビエ給食提供支援 【負担金】ジビエ振興協議会負担金 負担金 p30

Ⅰ.譲与税事業に従事する会計年度任用職員の雇用 【報酬・期末手当・勤勉手当・共済費】
報酬・期末手当・
勤勉手当・共済費 p31

Ⅱ.その他第2章から第5章の取り組みを実施するのに必要な経費
【旅費・消耗品費・記念品費・食糧費
・印刷製本費・修繕料・通信運搬費・使用料】

旅費・消耗品費・記念品費・食
糧費・印刷製本費・修繕料・通
信運搬費・使用料

p31

森林整備
(p8～18)

人材の育成・
担い手確保
(p19～23)

木材利用の促進
(p24～27)

市の実行体制整備
(p31～32)

普及啓発
(p28～30)

第2章

第3章

第4章

第5章

第6章
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現状と課題 

●人工林について 

本市の森林面積は、24,392ha で全市域の 49％を占めており、所有形態別にみると国有林

621ha(2％)、公有林 2,385ha(10％)、私有林 21,386ha(88％)となっております。民有林のうち

人工林が 41％を占め、人工林の内訳としては、スギ 4,587ha(48％)、ヒノキ 3,756ha(39％)、そ

の他 1,295ha(13％)となっております。このうち、スギやヒノキの人工林は成長し、木材として利用

可能な森林が増加している一方で、木材価格の低迷による林業経営意欲の低下、山村部の過疎化や世代

交代等により手入れが十分に行き届いていないのが現状です。そういった森林では、森林の持つ公益的

機能が十分に発揮できずに、二酸化炭素の吸収量の減少や土砂災害及び洪水等の問題を引き起こす恐れ

があります。公益的な機能の維持増進のためにも間伐等の適切な管理が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●竹林について 

 本市の竹林面積は、1,287ha で森林面積の 5.3％を占めており、種類ごとの竹林面積の内訳として

は、マダケ 878ha、モウソウチク 253ha、その他 155ha 

となっております。近年では、輸入タケノコの増加やプラス 

チック製品の普及による竹製品の利用減少、さらに担い手不 

足などで放置され荒廃した竹林が増えているのが現状です。 

竹は地下茎を伸ばして繁殖するため、隣接する樹木の成長を 

阻害し、生物の多様性や景観に悪影響を及ぼします。こうい 

った竹害を防ぐためにも、竹林を適正に管理する必要があり 

ます。 

第 2 章 森林整備 

写真出典：(1)林野庁ウェブサイト「間伐とは？」から引用 

           https://www.rinya.maff.go.jp/j/kanbatu/suisin/kanbatu.html 

(2)大分大学減災・復興デザイン教育研究センターウェブサイト「【第 2 報】中津市耶馬渓町で発生した土砂災害(2018.4.11)について 

(UAV 調査報告)」から引用 

           https://www.cerd.oita-u.ac.jp/2018/04/12/yabakei_uav_20180411/ 
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●森林整備に必要な基盤施設(林道・森林作業道)について 

 林道や森林作業道等の基盤施設は、木材生産以外にも森林を管理する上で重要なネットワークであ

り、路網を整備することで、作業現場へのアクセス改善や災害時の迂回路としての利用が期待できま

す。本市の管理する林道は、72 路線（総延長約 138ｋm）あり、年間を通して大雨や台風等による崩

土や倒木が発生しており、林道として十分な役割が果たせていない状況です。森林の適切な整備を進め

ていくためには、随時崩土撤去や倒木処理等の対応を行うとともに、あわせて林道台帳の整備や橋梁の

点検を行っていく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●市民が利用する森林公園について 

 本市は、市民に対して森林の重要性等の意識醸成を目的としたフィールドとして森林公園を有してお

り、毎年草刈や剪定等の維持管理を実施しております。しかし、財源的な理由等により森林における病

害虫対策等の樹木管理については、十分に施業を実施できていない状況です。森林公園としての役割を

発揮するためにも、間伐等の整備を行う必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●送配電線等の重要インフラ施設の被害防止について 

 近年、異常気象は激甚化・頻発化しており、水害や土砂災害の気象災害をもたらす豪雨や台風は、停

電や道路の通行止めなど私たちの生活に影響を及ぼす被害を与えます多くの市民が影響を受ける樹木倒

壊による道路通行支障及び長期間停電の未然防止のためにも、周辺の樹木の事前伐採を行う必要があり

ます。 
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●花粉発生源について 

 戦後、荒廃した国土の緑地や木材需要への対応として 

スギ等の人工林を拡大させてきました。一方で、近年、 

スギ花粉症の患者数は国民の 4 割と推計されるなど社会 

的な問題となっています。今後は、利用期を迎えたスギ 

等の人工林の伐採を推進するとともに、伐採後は、花粉 

発生源対策として花粉の少ない苗木等や広葉樹等への植 

替えを進めていく必要があります。 

 

 

 Ⅰ 私有人工林の整備を目的とした森林境界明確化                  

【目的】 

 本市における地籍調査の進捗率は 25％であり、境界の不明確な森林が大部分を占め、個人の森林を

整備するうえで大きな障壁となっています。そういった森林の境界明確化を進めていくことで、整備時

の境界のトラブルを防止し、円滑に整備を実施することを目的とします。 

 

【取組内容】 

 人工林の占有率や傾斜等の地理的条件等を勘案し、本市で選定した団地を対象とします。法務局の公

図(字図)をベースに、県により実施した航空レーザー測量の成果品(微地形表現図や林相区分図)や年代

別航空写真等のリモートセンシングデータを活用し、境界案を作成します。その後、森林所有者等に対

して説明会やヒアリングを行い、現地の状況を確認し、境界案を修正します。最終的に森林所有者への

同意取得を試み、双方同意が得られた境界については境界杭を設置し、最終的な境界情報を森林所有者

等に対して提供します。同意が得られた森林のうち人工林について、次年度に市が間伐等の整備を実施

します。具体的な取り組みのイメージについては、以下のフロー図に示しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真出典：林野庁ウェブサイト「第 1 部 特集 花粉と森林」から引用 

      https://www.rinya.maff.go.jp/j/kikaku/hakusyo/r5hakusyo_h/all/tokusyu.html 
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【期待できる効果】 

森林の境界のトラブルの防止・森林所有者に対して次世代へと継承できる境界情報の提供・ 

森林の集約化 

 

【成果指標】 

境界明確化に対して同意が得られた森林の面積・筆数・所有者数(同意取得率) 

 

 Ⅱ 私有人工林における間伐や除伐等の森林整備                   

【目的】 

木材価格の低迷や世代交代等で手入れされていない森林において、市が森林所有者に代わり間伐等の

森林整備を実施することで森林の有する公益的機能の維持増進を図ります。 

 

【取組内容】 

令和 3 年度からこれまで本市では、令和 2 年度に森林所有者に対して実施した意向調査において

「森林の管理を市に任せたい」かつ「境界が分かり案内ができる」という方を対象に市が間伐等の森林

整備を実施してきました。取り組みを進めていく中で、「整備する森林が点在しており小規模分散的で

あることから事業効果が低い」「境界が分からない人の森林整備が進まない」といった課題が浮き彫り

になったことから、令和 8 年度から新たな手法による森林整備を進めていきます。令和 8 年度からは

前述のある境界明確化を実施した団地内の人工林を対象に、森林所有者との協定に基づいて市が間伐や

除伐等の森林整備を進めていくことで、境界が分からない森林も含めたまとまった団地単位での取り組

みが可能となります。 

 整備内容：保育間伐・除伐（スギ・ヒノキ林のみ） 

 協定の主な内容：協定期間 5 年間 

整備後 5 年間は、皆伐や森林以外へ転用しないこと 
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【期待できる効果】 

森林の公益的機能(水源涵養・土砂災害の防止・地球温暖化防止等)の維持増進 

 

 

 

 

 

 

 

 

【成果指標】 

森林整備面積・協定締結者数 

 

 Ⅲ 未整備私有人工林の発生防止を目的とした下刈り等の森林保育に対する支援     

【目的】 

森林経営計画を作成している森林において、再造林後に必要な保育にかかる経費を助成することによ

り、森林の適正な保育管理を促進し、未整備私有人工林の発生の防止を図ることを目的とします。 

 

【取組内容】 

 森林経営計画を作成している森林において、森林所有者や森林組合等が大分県造林事業に基づいて行

う下刈り・除伐・保育間伐・鳥獣害防止施設に係る経費に対して支援します。(補助事業名：森林保育促

進事業) 

 下刈り・除伐・保育間伐・鳥獣害防止施設設置：補助率 27％  

 ※ただし、国・県・市の補助率を合わせた補助率が 100％を超えない範囲内で支援します。 
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【期待できる効果】 

樹木の成長促進 

シカによる食害防止 

 

【成果指標】 

下刈面積・除伐面積・保育間伐面積・鳥獣害防止施設設置延長 

 

 Ⅳ 森林整備に必要な基盤施設である林道や作業道等の路網整備            

【目的】 

 本市における林道や作業道等において、通行の支障となる倒木や崩土等の撤去、利用者の安全のため

の橋梁点検の実施、林道台帳を整備することにより森林を管理するためのアクセス道としての林道等の

機能を発揮させることを目的とします。 

 

【取組内容】 

 森林整備に必要な基盤施設である林道等について以下の整備を行います。 

  (a)路面及び側溝清掃、崩土撤去 

  (b)路面、側溝及び法面の補修工事 

  (c)倒木処理・支障木伐採 

  (d)林道台帳整備 

  (e)橋梁点検 

 ※草刈等の通常の維持管理経費については譲与税を充当しません。 

 ※(a)～(c)については、台風や大雨等の一定の雨量や風速を超えて発生した被害に対する対応経費に

ついては、単独災害費(一般財源)または国庫補助事業を活用し、それ以外の対応経費について譲与税

を充当します。 

 

 

 

 

 

 

 

森林の健全な育成 
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【期待できる効果】 

森林整備のためのアクセス道をはじめとした林道としての機能向上 

台帳整備による災害時の円滑な復旧 

 

【成果指標】 

林道整備対応件数・林道台帳整備延長 

 

 Ⅴ 荒廃竹林の整備に対する支援                          

【目的】 

 過疎化や高齢化の影響により放置され荒廃した竹林が増加していることから、そのような竹林の整備

にかかる経費を支援することにより、竹林の適正な維持管理を図ることを目的とします。 

 

【取組内容】 

 荒廃した竹林を適正な密度に間伐し、その後持続可能な維持管理を行う者に対し、以下の経費に対し

て支援を行います。（補助事業名：荒廃竹林整備推進事業） 

 (a)伐竹整備：竹の伐採や片付けに係る経費 

        県の定める標準事業費の 100％を補助 

 (b)管理用作業道整備：竹林を管理するために必要な作業道の整備に係る経費 

            1,500 円/m を上限に実費を補助 

 (c)整備対象地調査測量：伐竹整備の際に必要となる面積測量や生立本数などの調査に係る経費 

             １箇所当たり１２万円を上限に実費を補助 

 ※間伐が対象(全伐は不可) 

 ※実施箇所の面積は 1 箇所あたり 0.1ha 以上 
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※標準事業費は、竹林の平均直径、生立密度によって変動 

※5,000 本/ha 以上伐竹すること 

※継続した維持管理が前提であるため、事業実施後 3 年間は整備状況の報告を行うこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

【期待できる効果】 

侵入竹等の竹害の防止 / 放置竹林の減少 

 

【成果指標】 

竹林整備面積 

 

 Ⅵ 移動式竹粉砕機の貸出支援                           

【目的】 

 森林に侵入した竹や景観を損ねている竹林の整備に取り組む団体等に対し、竹粉砕機を貸し出すこと

で、作業の省力化を図り、市内における竹林整備を促進することを目的とします。 

 

【取組内容】 

 竹林の整備に取り組む団体等に対し、竹粉砕機を貸し出します。 

 機種：中型粉砕機  （令和 5 年度に譲与税で購入） 

    小型粉砕機 1 （令和 4 年度に譲与税で購入） 

    小型粉砕機 2 （令和 5 年度に譲与税で購入） 

※貸出は無料ですが、燃料(中型は軽油、小型はレギュラーガソリン)は自己負担となります。 

※個人に対する貸出や営利目的での貸出は行っていません。 

※貸出日数は最大 15 日間です。 

※本市以外での利用はできません。 
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【期待できる効果】 

侵入竹等の竹害の防止 

 

【成果指標】 

貸出件数・整備面積 

 

 Ⅶ 森林公園等の樹木管理                             

【目的】 

 本市は、市民に対して森林の重要性等の意識醸成のためのフィールドとして森林公園を有しておりま

す。適切な樹木管理を行うことで、森林公園としての役割を発揮することを目的とします。 

 

【取組内容】 

 森林公園の病害虫対策を含めた適切な樹木管理を行います。 

 ※毎年定期的に実施する草刈については、通常の維持管理業務のため、譲与税は充当しません。 

 

 

 

 

 

 

 

【期待できる効果】 

 森林の重要性等について市民の意識醸成 

 

【成果指標】 

整備実績 

 

 Ⅷ 送配電線等の重要インフラ施設の被害防止のための事前伐採             

【目的】 

 送配電線沿いの樹木を事前に伐採することで、台風や大雨等で発生しうる倒木による送配電線の断線

等の被害を未然に防止し、地域住民の安全、安心を確保することを目的とします。 

 

【取組内容】 

 九州電力送配電㈱と協定を締結し、送配電線の断線等のおそれのある樹木の事前伐採のための経費の

一部を負担します。 

 伐採の範囲：(a)送配電線の周囲 2ｍ程度及びその下部の地際までの範囲 

       (b)送配電線の上部 2ｍ以上において被害を及ぼすと判断する範囲 

       (c)上記の範囲外で伐採が必要な範囲 
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 負担割合：(a)(b) 市 50％ 九電 50％  

      (c) 市 100％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【期待できる効果】 

 倒木による送配電線の断線の未然防止 

 

【成果指標】 

伐採箇所数・伐採延長 

 

 Ⅸ 花粉発生源対策として少花粉苗木等による再造林支援             

【目的】 

 花粉発生源対策として、花粉の少ない苗木等や広葉樹による再造林経費に対し支援することにより将

来的な花粉発生源の縮小を目的とします。 

 

【取組内容】 

 森林経営計画を作成している森林において、森林所有者や森林組合等が大分県造林事業に基づいて行

う花粉の少ないスギ苗木等による再造林や広葉樹による植替えに係る経費に対して支援します。(補助事

業名：森林整備対策事業) 

 補助率：17％（10％は一般財源、7％は譲与税を充当）  

 ※ただし、国・県・市の補助率を合わせた補助率が 100％を超えない範囲内で支援します。 

 対象となる苗木：国指定少花粉スギ品種(県佐伯 6 号・県日田 20 号など) 

         国指定低花粉スギ品種(県日田 15 号・18 号など) 

         県独自指定品種(シャカイン型・タノアカ型) ・ 広葉樹 

 

 

 

 

 

 

 

写真出典：林野庁ウェブサイト「花粉の少ない苗木を植えよう」から引用 

      https://www.rinya.maff.go.jp/j/sin_riyou/kafun/hinsyu.html 
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【期待できる効果】 

 将来的な花粉飛散量の軽減 

 

【成果指標】 

 花粉発生源対策を講じた森林面積 
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現状と課題 

●担い手について 

本市の森林整備を進めるにあたり、林業に従事する方は欠かせない存在です。全国的に林業従事者は

減少または横ばい傾向であり、担い手が不足している状況です。林業の担い手の確保・育成の課題因子

として、雇用環境や労働環境が挙げられます。 

雇用環境の問題については、全産業の年間平均給与が約 458 万円であるのに対し、林業従事者の年

間平均給与は約 360 万円と低いのが実態です(国税庁：民間給与実態統計調査)。また、労働環境の問

題として、作業場所が森林内であり、機械化では対応できない現地も多いことから 3Ｋ（危険、汚い、

きつい）が解消しにくい労働環境となっている。林業における労働災害については、長期的に減少して

いるものの、労働災害発生率(死傷年千人率)は他産業に比べ依然として高いのが現状です。林業・木材

の労働力の確保のためには、継続して新規就業者を確保するとともに、人材の育成や労働環境の改善な

どを通じて定着率を高めていくことが重要です。あわせて、 

将来的な林業を担っていく者として高度な知識や技術・技能を有 

する従事者の育成には、雇用している事業者にとっても多大 

なる時間や労力、コストを要することから、そのような事業 

者に対する支援体制の整備も必要です。 

 

 

 Ⅰ 林業アカデミー研修生や新規就業者を雇用する事業体等に対する支援        

【目的】 

 人材の育成・担い手対策として、林業分野への就業希望者や新規就業者を雇用し育成に取り組む認定

林業事業体等に対し支援することにより、森林整備の担い手となる林業従事者の確保及び定着を目的と

します。 

 

【取組内容】 

 林業分野への就業希望者や新規就業者を雇用し育成に取り組む認定林業事業体、林業にキャリアアッ

プ向上を目指す方に対し、以下の支援を行います。(補助事業名：林業作業士確保育成支援事業) 

 (a)林業アカデミー研修生(市内在住)に対して、研修支援費の補助を行います。 

   補助額：受講日数×1,000 円/日 

   補助対象者：林業アカデミー研修生 

 

 

 

 

 

第 3 章 人材の育成・担い手の確保 
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(ｂ)国の「緑の雇用事業」の林業作業士研修期間（2 年目又は 3 年目）のうち、国から助成金の給付

を受ける期間を除いた期間において、事業者が研修生に支給する賃金に相当する額を支援します。 

  補助額：研修生 1 人につき 90,000 円/月(上限４ヶ月) 

  補助対象者：大分県認定林業事業体(大分市内に所在地を有する事業体) 

        大分市を管轄する森林組合 

      ※林業作業士(2 年目または 3 年目)を雇用している事業者のみ 

(ｃ)国の「緑の雇用事業」の林業作業士研修期間（2 年目又は 3 年目）において、事業者が研修生に 

支給する住宅手当に相当する額を支援します。 

   補助額：研修生 1 人につき上限 30,000 円/月  

補助対象者：大分県認定林業事業体(大分市内に所在地を有する事業体)  

        大分市を管轄する森林組合 

※林業作業士(2 年目または 3 年目)を雇用している事業者のみ 

※家賃が 30,000 円を下回る場合は、実質の家賃が補助額になります。 

(ｄ)国の「緑の雇用事業」の林業作業士研修期間（2 年目又は 3 年目）において、事業者が研修等に

使用する資材等(ヘルメット・作業着・防振手袋・スパイク等)に負担する経費に相当する額を支援

します。 

  補助額：研修生 1 人につき上限 40,000 円 

補助対象者：大分県認定林業事業体(大分市内に所在地を有する事業体) 

        大分市を管轄する森林組合 

※林業作業士(2 年目または 3 年目)を雇用している事業者のみ 

      ※資材等の経費が 40,000 円を下回る場合は、実質の経費が補助額になります。 

(ｅ)大分県認定林業事業体に雇用された従業員のうち、現場技能者のキャリアアップ対策として以下

の研修に参加した方に対して奨励金を支援します。 

  補助額：現場管理責任者研修(フォレストリーダー) 100,000 円 

      総括現場管理責任者研修(フォレストマネジャー) 150,000 円 

  補助対象者：大分県認定林業事業体に雇用され、市内に住所を有する方 

 

【期待できる効果】 

 新規就業者の確保 

林業従事者の定着率の向上 / 林業従事者の知識・技能・組織管理等の能力の向上 

 

【成果指標】 

補助実績(補助対象者数) 
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 Ⅱ 労働環境改善のための装備品等の導入支援 その 1（林業事業体）         

【目的】 

 全産業の中で労働災害の多い林業において、林業の担い手の安全性確保の観点から林業事業体に対

し、必要な装備品や施設等の支援を行うことにより、林業従事者の労働環境の改善を図ることを目的と

します。 

 

【取組内容】 

 林業事業体が行う労働環境を改善する施設のリースに必要な経費や空調服等の装備品の購入にかかる

経費に対して支援します。(補助事業名：林業就業環境改善事業) 

 (a)施設のリースに必要な経費：簡易休憩施設、簡易トイレなど 

 (ｂ)備品購入経費：無線機、空調服、空調ヘルメット、アイスバッテリーなど 

    補助率：50％(市 25％・県 25％)  

森林組合や林業事業体
への就職を目指してい
る方や林業を新たに始

めようとする方が対
象。基礎的な林業の知
識や技術を習得するた

めに公益財団法人森林
ネットおおいたが実施
する約 1 年間の長期

研修 
 

林業を始めた方が対
象。OJT 研修や集合

研修を通じて、1 人前
の現場技能者になる能
力を見つけます。 

作業班長候補者など経

験を積み職務力がつい
てきた方対象。判断
力・指導力向上、現場

作業管理などを学び、
現場での管理・責任を
担える能力を身につけ

ます。 

複数班の統括など現場

全体の管理責任能力を
身につけたい方対象。
コミュニケーション能

力向上、林業の社会的
使命、企画・営業・販
売などを学び、林業現

場の統括管理責任を担
える能力を身につけま
す。 

イラスト：緑の雇用ウェブサイト「緑の雇用とは」を参考に作成 

https://www.ringyou.net/project/career.php 
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        ※施設や備品の導入年度の造林面積(植栽・下刈り)が、現状値よりも 20％以上増加 

すること又は概ね 20ha 以上なることが見込まれる場合は、補助率 75％(市 25％・

県 50％) 

補助対象者：大分県認定林業事業体(大分市内に所在地を有する事業体) 

        大分市を管轄する森林組合 

  要件：所属する従業員のうち 1 人以上が、県が実施する労働災害防止研修またはハーベスタシュ

ミレーターの操作研修を受講すること 

 

 

 

 

 

 

 

 

【期待できる効果】 

 林業従事者の労働環境における安全性の確保 

 林業従事者の定着率の向上 

 

【成果指標】 

 導入した施設や装備品実績 

 

 Ⅲ 労働環境改善のための装備品等の導入支援 その 2（プレカット工場）         

【目的】 

 木材加工工場の労働者確保に向け、暑さ対策、寒さ対策及び安全対策に必要な備品導入の支援を行う

ことにより、従事者の労働環境の改善を図ることを目的とします。 

 

【取組内容】 

 大分市内でプレカット工場を運営する事業体に対し、安全対策、寒さ対策及び安全対策に必要な備品

の購入にかかる経費に対して支援します。(補助事業名：製材業等労働環境改善対策事業) 

 (a)暑さ対策または寒さ対策：スポットクーラー、空調服、ミストファン、冷水機、ヒーターベスト 

 (b)安全対策：接近アラーム、ヘルメット装着用トランシーバー 

補助率：50％(市 25％・県 25％) ※補助上限額 1,000,000 円 

   要件：申請する年度の前年度の地域材利用量(加工量)が 5,000 立方メートル以上であること 

 

 

 

 

写真出典：全国森林組合連合会「令和 4 年度安全対策商品カタログ」より引用 

写真出典：全国森林組合連合会「令和 4 年度安全対策商品カタログ」より引用 
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【期待できる効果】 

 木材加工工場従事者の労働環境の改善 

木材加工工場従事者の定着率の向上 

 

【成果指標】 

 導入した備品実績 
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現状と課題 

●木材利用について 

 戦後に造林された多くの人工林が本格的な利用期を迎えており、資源量は年々増加しているが、木材

の利用は十分に進んでいないのが現状です。木材を使うことは、「伐って、使って、植えて、育てる」

という人工林のサイクルの一部であり、森林の持つ多面的機能を発揮させるためにも、木材を使って森

を育てることは大切なことです。 

森林は大気中の二酸化炭素を吸収し、木材として利用した場合は長期間にわたって炭素を貯蔵できる

ことや、木材の製造時のエネルギー消費が比較的少ないこと、木材は再生産可能な資源であり、エネル

ギー源として燃やしても大気中の二酸化炭素濃度に影響を与えない「カーボンニュートラル」の特性を

有することから、木材の利用を拡大し、森林の適正な整備を促進することは、脱炭素社会の実現にも貢

献します。 

加えて、木材は、断熱性、調湿性等に優れ、紫外線を吸収する効果や衝撃を緩和する効果が高い等の

性質を有しており、木の香りで人をリラックスさせたり、木の印象が建物への愛着や誇りを高めたり、

集中力を高めるなど心理面・身体面・学習面等での効果も期待されることから、幅広い建築物に利用す

ることにより、快適な生活空間の形成に貢献する資材です。 

木材を利用することの普及啓発の場として公共施設は、広く市民一般の利用に供するものであること

から、県産材または市産材の利用の促進を通じ、これらの公共施設を利用する多くの市民に対して、木

と触れ合い、木の良さを実感する機会を幅広く提供することが可能です。そのため、市の公共施設にお

いて、率先して木材の利用に努め、その取組状況や効果等について積極的に情報発信を行うことによ

り、木材の特性やその利用の促進の意義について市民の理解の醸成を効果的に図ることが期待できま

す。また、公共施設において木材の利用を図ることにより、公共施設以外の建築物における地域材の利

用の促進、さらには建築物以外の工作物の資材、各種製品の原材料及びエネルギー源としての木材の利

用の拡大といった波及効果も期待できます。 

こうしたことからも、公共施設において木造化及び内装等の木質化を促進する必要があります。ま

た、建築用木材の利用はもとより、建築用木材以外の身の周りの各種製品の原材料としての木材の利用

も併せてその促進を図る必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4 章 木材利用の促進 

イラスト出典：林野庁ウェブサイト「木材の利用の促進について」より引用 

https://www.rinya.maff.go.jp/j/riyou/kidukai/ 
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 Ⅰ 公共施設の木造化・木質化について                       

【目的】 

 市の保有する公共施設の木造化や木質化を進めることで、施設を利用する市民に対し、木の良さを知

ってもらい、木材利用の普及及び促進を図ることを目的とします。 

 

【取組内容】 

 公共施設のうち、PR 効果の高い不特定多数の市民に利用される施設において、県産材を用い木造化

や木質化を図ります。 

 (a)木造化：新築、増築または改築に当たり、構造材（柱・梁・壁・桁・小屋組みなど）の全部または

一部に木材を利用する場合 

 (b)木質化：施設の室内に面する部分（天井・床・壁など）及び屋外に面する部分（外壁など）に木材

を利用する場合 

 対象となる施設の例：公民館、ホール施設、美術館等の社会教育施設、こどもルームなど 

 県産材の定義：大分県内の森林から産出された原木を加工(製材・プレカット)した木材、または県内

の加工業者等から供給された国産材 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

【期待できる効果】 

 市民への木材利用に対する普及啓発 

 

【成果指標】 

 木材利用量・炭素貯蔵量 

 

 Ⅱ 公共施設における木製備品の導入                        

【目的】 

 市の保有する公共施設において木製備品を導入することで、施設を利用する市民に対し、木に触れて

木の良さを知ってもらい、木材利用の普及及び促進を図ることを目的とします。 

 

【取組内容】 

 公共施設のうち、PR 効果の高い不特定多数の市民に利用される施設において、県産材を用いた木製

備品を導入します。 
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 木製備品の対象：市民が利用する椅子・机・木製遊具など 

 県産材の定義：大分県内の森林から産出された原木を製材した木材または県内の加工業者等から供給 

された国産材 

 

 

 

 

 

 

 

 

【期待できる効果】 

 市民への木材利用に対する普及啓発 

 

【成果指標】 

 木材利用量・炭素貯蔵量 

 

 Ⅲ 公共的施設（民間施設等）の木造化、木質化、木製備品導入への支援        

【目的】 

 公共的施設（民間施設等）における木造化、木質化、木製備品の導入を進めることで、施設利用者に

対し、木の良さを知ってもらい、木材利用の普及及びその促進を図ることを目的とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【取組内容】 

 大分市内の公共的施設（民間施設等）において、市産材を利用して木造化、木質化、木製備品導入を

行う方に対して木材の利用量に応じた助成を行います。(補助事業名：公共的施設市産材利用促進事業) 

 (a)木造化：市産材利用量 8～15 立方メートル未満 30 万円 

       市産材利用量 15 立方メートル以上 60 万円 

 (b)木質化：市産材による木質化面積 30～100 平方メートル未満 15 万円 

       市産材による木質化面積 100 平方メートル以上 40 万円 

 (c)木製品の導入：補助対象経費の 50％以内（上限 20 万円） 

 対象となる施設の例：教育施設、社会福祉施設、医療施設、商業施設など不特定多数が利用する施設 
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市産材の定義：大分市内の森林から産出された原木を加工(製材・プレカット)した木材、または大分

県内の森林から産出された原木を大分市内の加工業者が加工した木材 

 

【期待できる効果】 

利用者への木材利用における普及啓発 

 

【成果指標】 

 木材利用量・炭素貯蔵量 
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現状と課題 

●森林に対する関心について 

 森林は木材等の資源の提供、動植物の生態系の維持、洪水防止や二酸化炭素の吸収・固定機能を有

し、地球温暖化防止に大きな役割を果たしています。一方で近年、人々が日常生活の中で森林や林業に

接する機会が少なくなっており、森林への関心の薄れから手入れ不足の森林の増加や木材需要の低迷等

の問題を招いています。このような現状を変えていくためにも、森林の多面的な機能を理解・維持・活

用し、循環型社会を構築するための普及啓発活動や森林環境教育を推進していき、森林に対する意識醸

成を図っていく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ⅰ 木育をテーマとした市民参加イベントの開催                   

【目的】 

 広く市民を対象に、木のおもちゃに触れる体験や木工ワークショップなどを通じて、木材への親しみ

を深めてもらい、木材の利用普及を図ることを目的とする。 

 

【取組内容】 

 本市で育まれた「おおいたの食」と農林水産物の「地産地消」をテーマとしたイベントと共同で木材

への親しみを深めてもらう「木育」をテーマとしたイベントを実施します。(イベント名：おおいたマル

シェ) 

※木育に関する経費及び一部の共通経費にのみ譲与税を充当します。 

 

 

 

 

 

 

 

第 5 章 普及啓発 
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【期待できる効果】 

木材利用における市民への普及啓発・木材利用の促進 

 

【成果指標】 

 イベントの参加者数 

 

 Ⅱ 森林公園や森林セラピーロードの施設整備（案内看板の設置や駐車場の整備など）    

【目的】 

 森林公園や森林セラピーロードの施設の整備を行うことで、多くの市民に施設を利用してもらい、森

林の重要性について市民の意識醸成を図ることを目的とします。 

 

【取組内容】 

 市民に対する森林の重要性等の意識醸成のためのフィールドである森林公園や森林セラピーロードの

施設について、市民が快適に利用するための整備を行います。 

 例：仮設トイレの設置/駐車場整備/案内看板・標柱設置/転落防止柵設置/ベンチ設置など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【期待できる効果】 

 施設利用者の増加・森林の重要性等における市民の意識醸成 
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【成果指標】 

 整備実績・森林セラピーイベントの参加者数 

 

 Ⅲ ジビエの振興を目的とした小中学校へのジビエ給食提供支援             

【目的】 

 野生鳥獣による森林被害のうち、その多くがシカによるものであり、主に枝葉の食害や樹皮の剥皮被

害等の影響を与えていることから、捕獲以外の対策として、小中学校の学校給食でのジビエ提供を行う

ことにより、食育とともに、ジビエ(シカ肉)の消費拡大及びジビエ利用率の向上による捕獲圧の維持促

進を図ることを目的とします。 

 

【取組内容】 

 小中学校の学校給食でのジビエ提供にかかる材料等の経費に対して譲与税を充当します。 

  

【期待できる効果】 

 ジビエ(シカ肉)の消費拡大・捕獲圧の維持促進・食育の推進 

 

【成果指標】 

 ジビエ給食を提供した小中学校数(市内) 
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現状と課題 

●譲与税を活用した事業執行に向けた体制 

 平成 31 年度から譲与税が市町村に譲与されることになり、それに伴い、これまで多くの新規事業を

設立してきたが、譲与税を活用した事業を執行するのに、市職員の人手不足は課題の 1 つとして挙げら

れます。そういった課題を解決するためにも、譲与税事業に従事する職員を確保し、業務の質を向上さ

せ、譲与税の適正な執行を図る必要があります。 

 

 Ⅰ 譲与税事業に従事する会計年度任用職員の雇用                  

【目的】 

 譲与税事業に従事する職員を確保することで、市の実行体制の充実及び譲与税の適正な執行を図るこ

とを目的とします。 

 

【取組内容】 

 譲与税事業に専属で従事する職員を雇用するのに必要な経費について譲与税を充当します。 

 ※譲与税の充当対象は、定数外の職員とします。 

 

【期待できる効果】 

 市の実行体制の充実 

 

【成果指標】 

 従事した業務内容 

 

 

 Ⅱ その他第 2 章から第 5 章の取り組みを実施するのに必要な経費           

【目的】 

 譲与税を活用した取り組みに付随する消耗品、食糧費、修繕料、通信運搬費、使用料等の必要な経費

に対して充当することにより、譲与税事業の適正な執行を図ることを目的とします。 

 

【取組内容】 

 第 1 章から第 5 章の取り組みを実施するのに必要な次の経費について譲与税を充当します。 

節 使途 

旅費 国や県の譲与税事業に関する職員研修 

職員による先進地視察 

消耗品費 事務用品（森林整備立会時に必要なノコギリやナタ、間伐テープ） 

    （イベント時に必要なゴミ袋）など 

第 6 章 市の実行体制整備 
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記念品費 記念品（イベント時に参加者に配布するノベリティ） 

食糧費 飲料代（説明会やイベント時の参加者用飲料） 

印刷製本費 図面印刷代（森林整備に関する図面など） 

修繕料 修繕代（市の所有する粉砕機やチェンソーの部品交換や修繕） 

通信運搬費 書類郵送代（事業対象者に対する資料の郵送） 

使用料 森林クラウド使用料（森林の情報を蓄積するシステム） 
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大分市森林環境譲与税執行計画 

これまでの執行実績と今後の予定 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



年度 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 累計

現況調査 1.26ha(2名) 23.46ha(12名) 32.95ha(33名) 19.85ha(30名) 46.90ha(36名) 124.42ha(113名)

森林整備 0.45ha(2名) 19.33ha(11名) 31.58ha(29名) 16.14ha(26名) 67.50ha(68名)

年　度 Ｈ31 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

譲与額 33,012千円 70,152千円 71,263千円 93,558千円 93,558千円 112,923千円

34
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大分市森林環境譲与税執行計画 

参 考 資 料 

（Ｑ＆Ａ） 
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日本は、国土面積 3,780ha のうち森林面積が 2,502 万 ha と、森林が国土の約 3 分の 2 を占める

森林大国です。世界全体では森林減少が続いている中、70 年以上にわたってその面積・割合を維持して

きており、経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）加盟国の中でも、フィンランド、スウェーデンに次いで、3 番

目に高い森林率を誇ります（林野庁）。 

出典：林野庁ウェブサイト「令和 6 年度森林・林業白書」p9 より引用 

       https://www.rinya.maff.go.jp/j/kikaku/hakusyo/r6hakusyo/attach/pdf/zenbun-54.pdf 

 

 

 

本市の森林面積は、24,392ha で全市域の 49％を占めています。所有形態別にみると国有林が

621ha(2％)、公有林 2,385ha(10％)、私有林 21,386ha(88％)となっています。民有林における資

源構成をみると人工林率 41％であり、人工林の内訳としてはスギが 48％、ヒノキが 39％、その他 13％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 戦後は物資不足で、資材、燃料としての過度の伐採で森林が荒廃し、全国にはげ山が広がり、台風など

により度々各地で甚大な災害が発生しました。また、昭和 35 年の所得倍増計画、その後の高度経済成長

期における薪炭材の需要の低下と、住宅建築などに伴う用材需要の増大により、天然林を人工林に転換

する拡大造林への要請が高まりました。こうした中、荒廃した林地への緑化運動の展開や天然林伐採跡

地への植林の拡大にあたり、我が国の固有樹種で加工しやすく、幅広い用途に使えるスギが好んで植え

られていきました(林野庁)。結果として、現在では森林の約 4 割が人工林で、人工林の約 5 割がスギとな

っています。 

出典：林野庁ウェブサイト「森林・林業とスギ・ヒノキ花粉に関するＱ＆Ａ」より引用 

https://www.rinya.maff.go.jp/j/sin_riyou/kafun/qanda.html 

 

 

Ｑ１ 日本の森林は？ 

Ｑ２ 大分市内の森林の内訳は？ 

Ｑ３ どうしてスギ林がこんなに多いの？ 

人工林率

面積(Ａ) 比率 計 人工林(Ｂ) 天然林 (Ｂ/Ａ)

ha ％ ha ha ha ％

24,392 100.0 21,773 10,109 11,664 41.4

621 2.5 579 471 108 75.8

計 2,385 9.8 2,225 1,537 688 64.4

県有林 1,580 6.5 1,472 1,155 317 73.1

市有林 805 3.3 753 382 371 47.5

財産区有林 － － － － － －

21,386 87.7 18,969 8,101 10,868 37.9私有林

公
有
林

保有形態

総面積 立木地

総　数

国有林

保有形態別森林面積 
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 スギは、日本固有の樹種で、土層が深く肥沃な土地で良く成長します。また、材は軽くて柔らかく、通

直(まっすぐ)に育つことから加工が容易なため、建築材、家具材、器具材等幅広い用途に利用できます。

このような有用樹種であるため、スギが森林所有者に好まれて植栽されてきた経緯があります(林野庁)。 

出典：林野庁ウェブサイト「森林・林業とスギ・ヒノキ花粉に関するＱ＆Ａ」より引用 

https://www.rinya.maff.go.jp/j/sin_riyou/kafun/qanda.html 

 

 

 

 樹木が吸収する二酸化炭素や蓄積する炭素の量は 1 本 1 本異なっています。例えば、適切に手入れさ

れている 36～40 年生の スギ人工林は 1 ヘクタール当たり約 83 トンの炭素（二酸化炭素量に換算す

ると約 304 トン）を蓄えていると推定されます(林野庁)。 

また、この 36～40 年生のスギ人工林 1 ヘクタールが 1 年間に吸収する二酸化炭素の量は、約 8.8

トン（炭素量に換算すると約 2.4 トン）と推定されます(林野庁)。 

36～40 年生のスギ人工林、1 ヘクタールに 1,000 本の立木があると仮定した場合、スギ 1 本当た

り約 83 キロの炭素を蓄えていることになります。また、スギ 1 本当たり約 8.8 キロの二酸化炭素を吸

収していることになります(林野庁)。 

出典：林野庁ウェブサイト「森林はどのくらいの量の二酸化炭素を吸収しているの？」より引用 

https://www.rinya.maff.go.jp/j/sin_riyou/ondanka/20141113_topics2_2.html 

 

 

 

 森林に降った雨は、ゆっくりと地中へしみ込み、地下水となって時間をかけて流下していきます。森林

は、河川へ流れ込む水の量を平準化して洪水を緩和するとともに、川の流量を安定化させ、雨水が森林土

壌を通過することにより、水質を浄化する機能を持っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イラスト出典：林野庁ウェブサイト「水源涵養機能」より引用 

https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/tamenteki/con_2_4.html 

 

 

Ｑ4 どうしてスギばかり植えるの？ 

Ｑ５ 森林はどのくらいの量の二酸化炭素を吸収しているの？ 

Ｑ６ 森林の水源涵養機能とは？ 
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 森林の下層植生や落枝落葉が地表の浸食を抑制するとともに、森林の樹木が根を張り巡らすことによ

って土砂の崩壊を防ぐ機能を持っています(林野庁)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文章・イラスト出典：林野庁ウェブサイト「土砂災害防止機能/土壌保全機能」より引用 

https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/tamenteki/con_2_3.ht

ml 

 

 

 

森林は植えてから収穫するまでに 40 年から 50 年かかります。また、植えてから収穫するまでの間

は段階的に以下のような施業を行う必要があります。 

下刈り：植え付け後、苗木の成長を妨げる雑草や低木に負けないように草を刈り払う作業です。植え付

け後数年間、毎年夏ごろに行います。(植えてから 5 年程度) 

除伐：育てている木々の生育を妨げる、本来育成樹木以外の灌木を伐採する作業です。 

 間伐：成長して込み合い過ぎた木々の中から、一部の樹木を伐採して適正な密度にする作業です。これ

により残った樹木に十分な日の光が当たり、健全な成長を促します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イラスト出典：林野庁ウェブサイト「間伐とは？」より引用 

https://www.rinya.maff.go.jp/j/kanbatu/suisin/kanbatu.html 

イラスト：林野庁 

イラスト：林野庁 

Ｑ７ 森林の土砂災害防止機能とは？ 

Ｑ8 森林の手入れ方法は？ 
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 間伐とは、植栽した樹木の成長過程で込み合った立木を適正な密度に調整するために、成長が悪い不

良木等を伐る木の間引き作業のことです。1 本 1 本の樹木が適度な間隔を保ち、太陽光が木の根元や地

面まで十分に届く環境の中で、森林は豊かに育ちます。 

 間伐が行われない森林では、木々の成長が悪く、二酸化炭素の吸収力も低下し、下草も生えず、根もし

っかりと張ることができずに土砂災害が起きやすい森林になってしまいます。 

 

 

 

 以下のいずれかの条件の人が非課税となります。（R7 大分市の場合） 

 ●生活保護法によって生活扶助を受けている人 

 ●障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得合計額が 135 万円以下の人 

  （給与所得者の場合、年収 204 万 4 千円未満の人） 

 ●前年中の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下の人 

  31 万 5 千円×(同一生計配偶者、扶養親族の合計数＋1)＋289,000 円 

  本人のみの場合 41 万 5 千円 

  ※合計所得金額とは、申告分離課税分(分離譲渡所得の特別控除前)を含むすべての所得の合計額で、 

損失に係る繰越控除適用前の金額です。 

 

 

 

 毎年国から譲与される森林環境譲与税は、「大分市森林環境譲与税条例」に基づき、基金に積立てを行

っており、必要な事業を実施した際に、基金から取り崩すようにしており、一般財源と区分して管理して

います。 

 

 

 

 

 スギ花粉の飛散量は、前年夏に日照時間が長く、降水量が少ないほど、多くなる傾向が分かっていま

す。また、スギ花粉の飛散量が少ない年の翌年は、飛散量が増加する傾向があります。これらの要因によ

り、スギ花粉の飛散量は多い年と少ない年があります（林野庁）。 

 スギが花粉を飛ばし始める樹齢については未解明の部分も多いですが、花粉を飛ばす量が多くなるの

は 20 年生以降と言われています(林野庁)。 

出典：林野庁ウェブサイト「花粉の少ない森林づくりパンフレット」より引用 

https://www.rinya.maff.go.jp/j/sin_riyou/kafun/attach/pdf/index-3.pdf 

 

 

Ｑ９ 間伐はなぜ必要？ 

Ｑ１０ 森林環境税(国税)が課税されない人はどういった人？ 

Ｑ１１ 毎年譲与される森林環境譲与税はどのように管理しているの？ 

Ｑ１２ 花粉の多い年と少ない年があるのはなぜ？ 

    スギが花粉を飛ばし始める樹齢は？ 
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 戦後の復興需要期には、大量の木材供給が必要とされ、昭和 55 年頃には山元立木価格はピークを迎

えています。その後、木材輸入量の増加により、しだいに国産材の需要が減ると同時に、木材価格は下が

っています。令和 3 年については、新型コロナウイルス感染症の影響による輸入木材製品の不足から代

替として国産材の需要が高まったことから、一時的に価格は上がったものの、ピーク時と比較すると価

格が下がっています。 

 ※山元立木価格：林地に立っている木の価格のこと。丸太 1 立方メートルあたりの価格。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：一般財団法人不動産「山林素地及び山元立木価格調」を参考に作成 

 

 

 

 竹は常緑性の多年生植物であり、毎年地下茎の節にある芽子から新しい竹を発生させ(林野庁)、短期間で

生長し、繁殖力が高い特徴を持っています。そのため、古くなった竹を間伐したりして、人の手で管理す

る必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

文章・イラスト出典：林野庁ウェブサイト「竹の性質」より引用 

https://www.rinya.maff.go.jp/j/tokuyou/take/seisitu.html 

山元立木価格の推移（全国） 

Ｑ１３ 立木価格の推移はどうなっている？ 

Ｑ１４ 竹ってどんな植物？ 
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 日本国内の木材自給率は、高度経済成長期に木材輸入が自由化され、輸入木材が増えたことにより、し

だいに木材自給率が低下しました。令和 5 年は、一戸建て住宅の新着着工数は落ち込んだものの、円安

により木材輸入量が大幅に減少したことから製材や合板などで国産材への転換が進み、木材自給率が

43.0％に上がっています。木材自給率を上げるためにも、私たちの身の周りの建築物等に国産材を利用

することは重要なことです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グラフ出典：林野庁ウェブサイト「「令和 5 年木材需給表」の公表について」より引用 

https://www.rinya.maff.go.jp/j/press/kikaku/240927.html  

 

 

 

 

 

 本市で管理している林道は 72 路線(総延長約 138ｋm)あります。従来林道は、林産物の搬出が主た

る役割ではありますが、その役割は時代とともに変化し、登山や森林浴を楽しむ人々のためのアクセス

道としての役割や災害時の迂回路や山火事の消火活動時の利用路、農山村地域の人々の通勤路や通学路

としての役割などさまざまな役割を果たしています。 

（林道網図をｐ46 に添付しております。） 

 

 

 

 

 

Ｑ１５ 木材自給率の動向はどうなってるの？ 

Ｑ１6 大分市が管理している林道は？ 
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 本市では 4 つの森林公園を管理しております。 

・合併記念の森(今市) 

・天面山森林公園(河原内・端登) 

  ・九六位森林公園(下戸次) 

  ・城山森林公園(白木・佐賀関・志生木) 

  ※城山森林公園は、土地を森林所有者から市が借りて管理しています。 

 

 

 

 森林セラピーは、森林浴が脳機能、神経機能、免疫機能、ストレス関連物質等へもたらす「森の癒し効

果」を科学的に証明したもので、森林の地形を利用した歩行や運動、レクリエーションなどを通じて、森

を楽しみながらこころと身体の健康維持・増進、病気の予防を行うことを目指すものです。 

 

詳しくは「大分市森林セラピー」で検索 

ホームページ： https://www.oita-foresttherapy.jp/ 

 

 

 

 大分市内には、全部で 10 カ所のセラピーロードがあります。 

 ①高崎山セラピーロード ②霊山セラピーロード ③おしどり渓谷セラピーロード 

 ④宇曽山セラピーロード ⑤平成森林公園セラピーロード・鎧ヶ岳セラピーロード 

 ⑥天面山セラピーロード ⑦本宮山セラピーロード ⑧樅の木山セラピーロード 

 ⑨上野の森セラピーロード 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ１7 大分市が管理している森林公園はいくつあるの？ 

Ｑ１8 森林セラピーとは？ 

Ｑ１9 大分市内のセラピーロードはいくつあるの？ 

森林セラピーロード位置図 
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 大分県内の林業就業者数は平成 2 年には 2,363 名でしたが、令和 2 年には少子化等により 1,683 人

に減っています。今後の森林・林業のためにも人材の育成・担い手の確保の対策は必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：総務省「令和 2 年国勢調査」を参考に作成 

 

 

 

 

 

 

木材は断熱性、調湿性に優れているほか、二酸化炭素の排出量については、住宅を例にみると、木造が

鉄骨造や鉄筋コンクリート造の 6 割程度となっており(林野庁)、他の構造より、建築・製造時の二酸化炭

素排出量が少なくて済みます。また、伐採した樹木を木材として利用すれば、炭素を固定しておくことが

できます。 

出典：林野庁ウェブサイト「科学的データによる木材・木造建築物のＱ＆Ａ」より引用 

https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/attach/pdf/handbook-24.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

林業就業者の推移（大分県） 

Ｑ２０ 林業就業者数の推移はどうなっているの？ 

Ｑ２１ 木材を使うことのメリットは？ 
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 全国の令和 5 年度におけるシカやクマ等の野生鳥獣による森林被害面積は全国で約 5 千 ha となって

います(林野庁)。このうち、シカによる枝葉の食害や剝皮被害が全体の約 6 割を占めていています(林野庁)。

シカの生息分布は 1978 年以降大きく拡大しており、2018 までの 40 年間で分布息が約 2.7 倍に拡

大するなど深刻な状況になっています(林野庁)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文章・グラフ出典：林野庁ウェブサイト「野生鳥獣による森林被害」より引用 

https://www.rinya.maff.go.jp/j/hogo/higai/tyouju.html 

https://www.rinya.maff.go.jp/j/hogo/higai/attach/pdf/tyouju-83.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

野生鳥獣による森林被害面積の内訳（全国） 

Ｑ２２ 野生鳥獣による森林被害面積はどのくらい？ 
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用語 解説 

あ行 

大分県森林環境譲与税ガイドライ

ン 

大分県や大分県内の市町村における森林環境譲与税の有効活用のため、県が定めた

ガイドライン。 

大分県認定林業事業体 
林業労働力の確保の促進に関する法律に基づき、雇用管理の改善や事業の合理化に

関する計画を作成し、大分県知事の認定を受けた林業事業体。 

大分市森林環境譲与税使途運用ガ

イドライン 
大分市における森林環境譲与税の適正な運用に向けて定めたガイドライン。 

大分市森林整備計画 
森林法の規定に基づき、大分市が地域森林計画に沿って策定する森林整備の基本的

な事項を示した 10 年を 1 期とする計画。 

大分市総合計画 

大分市のまちづくりの最も基本的な指針として、これから目指す大分市の姿と、その

実現のための市政の方針を明らかにし、それを実現するための施策の方向性を示し

たもの。 

大分市農林水産業振興基本計画 
大分市の農林水産業が将来にわたり維持・発展していくための施策を推進するため、

5 年を 1 期とした基本指針。 

大分ジビエ振興協議会 
大分県内でジビエ(野生鳥獣肉)の消費拡大を図るために設立した協議会。事務局は大

分県森との共生推進室。 

温室効果ガス 

太陽光で温められた地球の熱を赤外線として吸収し、再び放出することで地表を暖

める働きを持つガスの総称。二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、フロン類などがあ

り、これらが大気中に増えすぎると、地球の気温を上昇させる地球温暖化を引き起こ

す。 

か行 

カーボンニュートラル 温室効果ガスの排出量と森林による吸収量を均衡(差し引きゼロ)させること。 

会計年度任用職員 地方自治体において期限付きで雇用される職員。 

快適環境形成機能 
森林の多面的機能のうち、森林が騒音の緩和、防風、大気の浄化、日差しや塵埃の軽

減など、快適な生活環境を提供してくれる働き。 

皆伐 一定の区画内の森林の樹木を一度にすべて伐採すること。 

下層植生 森林において上木に対する下木(低木)、及び草本類からなる植物集団。 

過疎化 人工の減少が進み、地域社会の機能が低下すること。 

間伐 
育成段階にある森林において樹木の混み具合に応じて育成する樹木の一部を間引き

し、残存木の成長を促進する作業。 

橋梁 河川などの障害物を越えて、車両等が安全に通行するための橋。 

経済協力開発機構(OECD) ヨーロッパ諸国を中心に日本・米国を含め 38 ヶ国の先進国が加盟する国際機関。 

県産材 
大分県内の森林から産出された原木を加工(製材・プレカット)した木材または県内の

加工業者等から供給された国産材 

県独自指定品種 シャカイン型・タノアカ型の個体の雄花着花性総合指数が 2 以下のもの。 

航空レーザー測量 

航空機に搭載したレーザースキャナから地上にレーザー光を照射し、地上から反射

した光との時間差を測定することで、広範囲の地形や地物の標高を高精度に計測す

る測量方法。 

公庫債権金利変動準備金 
地方公共団体金融機構が、地方債等の借換えで発生した金利変動に備えるために積

み立てる資金。 

公図（字図） 
法務局に備え付けられている土地の図面。土地の区画、地番、道路、水路などの位置

関係を示したもの。 

高度経済成長期 
日本が 1950 年代半ばから 1970 年代初頭にかけて、年平均約 10％の高い経済成

長率を記録した期間。 

公有林 都道府県や市町村などの地方公共団体が所有する森林。 

コウヨウザン 
中国南部・台湾原産のヒノキ科の常緑針葉樹で、成長が早いことから今後スギ・ヒノ

キに代わる早生樹として注目されている。 

広葉樹 
樹木を葉の形態で分類した名称で、ナラやシラカバなど、平たくて幅の広い葉をもっ

た樹木のこと。 

国有林 国が所有する森林や原野。 

さ行 

再造林 スギやヒノキなどの人工林を伐採した後に、再び苗木を植えて森林を再生する作業。 

サクラてんぐ巣病 
カビの一種が原因で発生する伝染病で、感染すると枝が異常に発生して、花が咲かな

くなる病気。 
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用語 解説 

市産材 
大分市内の森林から産出された原木を加工(製材・プレカット)した木材、または大分

県内の森林から産出された原木を大分市内の加工業者が加工した木材 

下刈り 植栽した苗木の成長の妨げになる雑草木を刈り取ること。 

ジビエ 野生鳥獣の食肉。日本では、主にシカやイノシシなどが対象。 

私有林 個人や企業、各種団体が所有する森林。 

市有林 市が所有する森林。 

樹皮 樹木の幹の外皮。 

少花粉スギ品種 
成長・形質に優れている精英樹(第 1 世代)の中から、雄花の少ない品種(1％以下)を

選抜したもの。 

食育 
様々な経験を通じて食に関する知識と職を選択する力を身につけ、健全な食生活を

実践できる人間に育てること。 

除伐 育成の対象の樹木以外の成長を妨げる不要な樹木を伐り除く作業。 

新規就業者 新たに林業に就業した者。 

人工林 人為的に植栽され、育てられた森林。主にスギ、ヒノキなどを指す。 

森林環境教育 
森林での体験活動などを通して、人々の生活と環境、森林との関係について学び、理

解を深める取り組み。 

森林環境税 
2024 年度(令和 6 年度)から始まった国税で、国民一人あたり年額 1,000 円が個

人住民税に上乗せして徴収されるもの。 

森林環境税及び森林環境譲与税に

関する法律 

森林の整備等に必要な地方財源を安定的に確保するために 2019 年(平成 31 年)に

成立した法律。納税に関する事項や市町村や都道府県の使途に関する事項について

定めたもの。 

森林環境譲与税 
森林整備等に必要な地方財源を確保するため、国が徴収した森林環境税(国税)の一部

を、都道府県や市町村に譲与する地方税。 

森林吸収源 大気中の二酸化炭素などの温室効果ガスを吸収し、炭素として蓄える森林の働き。 

森林組合 森林組合法に基づき設立された森林所有者の協同組合。 

森林経営管理法 

適切に管理されていない森林を市町村が仲介役となって集約し、意欲のある林業経

営者に再委託したり、市町村が直接管理したりすることで、林業の成長産業化と森林

の適切な管理の両立を目指す法律。 

森林経営計画 
森林所有者等が所有する森林等を対象にした伐採や造林等森林整備の実施に関する

5 年間の計画。 

森林公園 市の保有し、レクリエーションや憩いの場として提供する森林 

森林作業道 森林整備を行うための作業道で、林業機械等の走行を想定したもの。 

森林セラピーロード 
生理・心理実験によって癒しの効果を実証され、森林セラピーに適した道として認定

されたロードのこと。 

森林の公益的機能 
木材などの物質生産以外の水を貯えたり、土砂災害を防止したり、二酸化炭素を吸収

したりなど多くの人たちに便益をもたらす森林の有する機能。 

病害虫 樹木又は種苗に損害を与える線虫類や菌類、獣類。 

森林法 

林政における最も基幹的な法律。森林計画、保安林その他の森林に関する基本的事項

を定め、森林の保続培養と森林生産力の増進を図ることにより国土の保全と国民経

済の発展に資することを目的とする。 

森林・林業基本法 
森林の多面的機能の持続的な発揮と、林業の持続的かつ健全な発展を基本理念とし、

日本の森林・林業製作の総合的・計画的な推進を目的とした法律。 

水源涵養機能 
森林の多面的機能のうち、森林が水を貯え、ゆっくりとろ過して川に供給すること

で、洪水や渇水を緩和し、水質を浄化する働き。 

製材 
伐採した丸太を鋸で挽いて建築用材や家具・土木資材などの角材や板材に加工する

こと。 

生物多様性保全機能 
森林の多面的機能のうち、森林が多様な生物の生育・生息の場となり、遺伝子、生物

種、生態系そのものを守り育む働き。 

施業 主に木材生産を目的に、植栽や保育（下刈や間伐）、伐採などの作業を行うこと。 

全国森林計画 

森林法の規定に基づき、農林水産大臣が 5 年ごとに全国の森林を対象として策定す

る計画。森林の整備や保全に関する大まかな目標などを示し、都道府県知事が策定す

る「地域森林計画」の指針になる。 

全伐 全て伐採すること。 

選木 伐採するための立木を選ぶ作業。 

送配電線 発電所から家庭まで電気を送るための電線網。 
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用語 解説 

た行 

脱炭素社会 
地球温暖化の原因となる二酸化炭素などの温室効果ガスの排出を実質ゼロにする社

会。 

脱炭素社会の実現に資する等のた

めの建築物等における木材の利用

の促進に関する法律 

建築物における木材利用を促進し、森林資源の循環利用、二酸化炭素排出量の抑制、

地域経済の活性化を目指す法律。 

断熱性 熱を移動するのをどれだけ抑えるかを表す性能。 

地域森林計画 
森林法に基づき、都道府県が国の定めた全国森林計画に即して立てる 10 年間の計

画。市町村が策定する「市町村森林整備計画」の指針となる。 

地球環境保全機能 森林の多面的機能のうち、森林が二酸化炭素を吸収し、地球温暖化を緩和する働き。 

地産地消 地域で生産された農林水産物をその地域で消費すること。 

地籍調査 
市町村が主体となって、一筆ごとの土地の所有者、地番、地目を調査し、境界の位置

と面積を測量する調査。 

地方公共団体金融機構 

全ての都道府県・市区町村が出資して設立した地方共同法人で、地方公共団体が必要

とする長期・低利の資金を融通したり、資本市場からの資金調達を支援したりする機

関。 

調湿性 
湿度が高いときには湿気を吸い、低いときは湿気を放出することで、室内の湿度を快

適な範囲に保つ機能。 

鳥獣害防止施設 野生の鳥獣による森林被害を防ぐために設置させる施設。シカネットなど。 

低花粉スギ品種 
成長・形質に優れている精英樹(第 1 世代)の中から、雄花が相当程度少ない品種を

選抜したもの。 

鉄筋コンクリート造 
引張力に強い鉄筋と圧縮力に強いコンクリートを一体化させた建築構造。RC 造とも

言われる。 

鉄骨造 建物の骨組みに鉄骨(鋼材)を使用した建築構造。S 造とも言われる。 

転用 
もともとの目的を別の目的に変えて使用すること。 

例：森林から畑に転用。 

土砂災害防止機能 
森林の多面的機能のうち、森林の樹木が根を張り巡らすことによって土砂の崩壊を

防ぐ働き。 

土壌保全機能 
森林の多面的機能のうち、森林の下層植生や落枝落葉が地表の浸食を抑制し、土壌を

保全する働き。 

は行 

ハーベスタ 
伐採、枝払い、玉切り（材を一定の長さに切りそろえること）の各作業と玉切りした

材の集積作業を一貫して行う自走式機械。 

ハーベスタシュミレーター 
高性能林業機械であるハーベスタの運転操作を、現実の機械を使わずに安全かつ効

率的に訓練・体験できるシュミレーター 

剥皮被害 
シカやクマなどの野生動物が、樹木の外皮を剥ぎ取る被害。木材の価値が著しく低下

する。 

パリ協定 

2015 年に採択された、2020 年以降の気候変動対策に関する国際的な枠組み。先

進国・途上国を問わず、全ての参加国が温室効果ガス削減目標(NDC)と行動計画を

策定し、国連に提出する。 

東日本大震災復興基本法 東日本大震災からの復興に関する基本理念や方針を定めた法律。 

微地形表現図 地形の細かな凹凸や起伏をより詳細かつ立体的に表現した地図。 

フォレストマネジャー 
林業の現場で複数の現場を統括管理し、就業経験が 10 年以上ある作業員を対象と

した統括現場管理責任者研修を修了した者。 

フォレストリーダー 
林業の現場管理を行い、林業経験が 5 年以上ある作業員を対象とした現場責任者研

修を修了した者。 

物質生産機能 森林の多面的機能のうち、木材の生産のほか、きのこなどを生産する働き。 

プレカット 木造建築物の柱や梁の継ぎ手、仕口を工場の機械で事前に切断・加工しておくこと。 

文化機能 
森林の多面的機能のうち、森林の景観などが行楽や芸術の対象として人々に感動を

与えるほか、伝統文化伝承の基盤として日本人の自然観の形成を行う働き。 

保育間伐 
育成不良木を伐採し、取り除き、残された樹木の成長を促す作業。伐採した木材は搬

出せず、そのまま林内に残す。 

防振手袋 
チェンソーなどの振動を発生する工具を使用する際に、手や腕に伝わる振動を軽減

する手袋。 

保健・レクリエーション機能 森林の多面的機能のうち、森林浴やハイキングなどの活動を通じて、人々の心身の健
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康維持やリラクゼーションに貢献する働き。 

用語 解説 

ま行 

マダケ 日本全国に分布する竹。丈夫で弾力性のある性質から、竹細工として利用される。 

未整備森林 植栽後に、下刈りや間伐などの適切な手入れが行われていない森林。 

緑の雇用事業 
林業の未経験者でも就業し、林業に必要な技術や知識を身につけられるように国が

支援する制度。 

モウソウチク 中国原産で日本で最も大型の竹。タケノコとして食用として広く利用される。 

木育 
木に親しみ、木に触れることを通じて、人や木や森との関わりを考えることができる

豊かな心を育むこと。 

木質化 
建物の室内に面する部分（天井・床・壁など）または屋外に面する部分（外壁など）

に木材を利用すること。 

木製備品 主に木材を材料として作られた家具(机・椅子)等の備品。 

木造化 

新築、増築または改築に当たり、構造材（柱・梁・壁・桁・小屋組みなど）の全部ま

たは一部に木造を利用すること。 

 

ら行 

リモートセンシングデータ 
人工衛星や航空機などのセンサーを使って、その上のさまざまな対象物に直接触れ

ることなく、遠隔で観測・測定したデータ。 

林業事業体 造林、伐採などの林内作業を行う森林組合、素材生産業者などの総称。 

林業アカデミー 林業従事者を目指す人が、基礎的な林業の知識や技術を習得するための研修機関。 

林業作業士(フォレストワーカー) 
森林を維持管理しながら、育成した樹木を伐採して木材資源を生産する仕事に関わ

る人。 

林業労働力の確保の促進に関する

法律 

事業主が一体的に行う雇用管理の改善や事業の合理化を促進する措置を講じ、林業

の持続的な発展と雇用安定のために定めた法律。 

林相 
森林を構成する樹種、密度、林齢、立木の生長状態などによって示される森林の全体

像や外観。 

林相区分図 
森林の状況を視覚的に示すための地図で、林内の樹種(スギ・ヒノキ・広葉樹)によっ

て色分けして区分したもの。 

林道 
木材等の林産物を輸送するために整備された自動車道。集落間を結ぶ生活道として

も利用される。 

林道台帳 
林道に関する情報(構造、規格、改良・修繕履歴、現況写真など)を記録した林道の管

理に必要な台帳。 

林齢 森林の年齢のこと。植栽した年を１年生とする。 

齢級 林齢を 5 年の幅でくくった単位。1 齢級は 1～5 年生。10 齢級は 46～50 年生。 
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